
 

運送約款の一部改定について 

 

2020 年 8月 25日 

東急電鉄株式会社 

 

 

１．改定規則 

（１）ＩＣカード乗車券取扱規則 

（２）ＩＣカード乗車券取扱規則に関する特約 

 

２．改定日 

2020 年 8 月 28 日（金）初電より 

 

３．改定内容 

（１）ＩＣカード乗車券取扱規則 

 現行 

（ICカードの相互利用） 

第 30 条   株式会社パスモが相互利用を行う以下の IC カードについては、

第 3条第 1項第 1号に定める ICカード乗車券として取扱うこととし、本規定を

準用する。 

 改定 

（ICカードの等相互利用） 

第 30条   株式会社パスモが相互利用を行う以下の ICカード等については、

第 3条第 1項第 1号に定める ICカード乗車券として取扱うこととし、本規定を

準用する。 

（２）ＩＣカード乗車券取扱規則に関する特約 

2020 年 8 月 28 日からのＩＣカード乗車券取扱規則に関する特約はこちらをご

覧ください。 

2020 年 8 月 27 日までのＩＣカード乗車券取扱規則に関する特約はこちらをご

覧ください。 
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